
【別紙】看板表示設置可能箇所

・③、④については新たにサインボードを設置可能
・大きさについては４００ｍｍ×８００ｍｍ以内とすること
・ポスター、サイン看板の製作費については、ネーミングライツパートナーが負担すること
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